
国家戦略特区制度のご紹介

提出年月日：令和８年３月１２日

1

担 当：千葉市総合政策局未来都市戦略部
国家戦略特区推進課



Mission

千葉市から日本のビジネスに新しい風を

国家戦略特区×千葉市

「新しいビジネスをやりたいが、規制によって認められていない。」

「手続きが多く、スピーディーに事業の拡大ができない。」

千葉市であればそういった“壁”を超えてビジネスをすることができます。

私たちは規制緩和を通じて千葉市の地域経済の発展を支え、ひいては日本経済の活性化を図るとと
もに、より多くの事業者様に千葉市を知っていただきたいという思いをもっています。



国家戦略特区とは

世界で一番ビジネスをしやすい環境を作ることを目的に、

地域や分野を限定し、大胆な規制・制度の緩和や税制面の優遇を行う国の制度です。
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国家戦略特区の指定地域

国家戦略特区について



国家戦略特区の体制

国家戦略特区について



活用事例のご紹介

外国人家事支援人材の活用

以
前

家事支援活動を行う外国人は、
外交官や高度外国人材などが雇用する
場合しか、入国・在留が認めらない

緩
和

一定の基準を満たす家事支
援サービス企業に雇用され
る外国人の入国・在留が
可能に

大規模小売店舗における駐輪場
のシェアサイクルポート置換え

以
前

大規模小売店舗が駐輪場の一部を
シェアサイクルポートに置き換え
る場合、変更手続きに約8か月を要
していた

変更手続きが不要とな
り直ちに置換え可能に

緩
和

デジタルマネーによる賃金支払い

以
前

賃金の支払いは現金での支払いや銀行
口座への振り込みに限定されていた

デジタルマネーでの賃金支
払いを解禁

緩
和

道の駅の設置者の民間拡大

以
前

道の駅の設置者は、市町村や都道
府県、公益法人等に限定されてい
た

設置主体を民間事業者に
拡大

緩
和



規制になっていそうなキーワード



規制緩和のステップ

STEP1
規制緩和の提案

• 障壁となっている規制をヒアリングし、

具体的な緩和案について検討します。

• 緩和案の整理ができたら、国の事務局を

通して主務官庁に検討を要請します。

提案はいつでも
可能です！

Point

STEP2
特区内での実現

• 国の会議で提案が認められれば

千葉市をはじめ特区内で規制が緩和されます！

ビジネスのフィールドは千葉市を
含めた国内１６の国家戦略特区！

Point

STEP3
全国措置

• 特区内での実績を受けて、

規制緩和が全国に適用となります！

STEP2を飛ばしていきなり
全国措置となることもあります！

Point

企業様のニーズを元に規制緩和の実現を目指します！



企業様からのご連絡をお待ちしています！

国家戦略特区制度は領域の限定はありません。

法律などの規制にお困りの方、枠組みを超えた新しいビジネスをしたい方からのご連絡をお待ちしております。

対象のビジネス領域は？

領域の指定は特にありません。
ビジネスをする上で法律等の障壁があれば、
どんな領域でも活用が可能です！

創業 観光

医療 保育

外国人

近未来
技術

など

たとえば・・・

規制ってどんなこと？

たとえば・・・

手続・申請が多く、
事業をスピーディに
拡大できない。

①法律を遵守するため、
余計な手間が発生している。

②規制が緩和できれば
新しい事業に派生ができる。

規制
①

②
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